
 年末調整の書類について  

◎３枚の申告書の氏名欄に認め印で押印のうえ、３枚とも提出してください。 

◎扶養控除（異動）申告書 

・内容をよく確認し、訂正や追加があれば赤字で記入してください。 

◎保険料控除申告書 

・保険の控除証明書は原本をホッチキスで留めてください。 

・国保や国民年金を自分で支払われた方は申告してください。 

◎給与所得者の基礎控除申告書 兼 ～ 兼 所得金額調整控除申告書 

  ・給与所得者の配偶者控除申告書は、配偶者がいて、配偶者の収入が一定以下

である場合に記入が必要です。別紙参照 

  ・給与所得者の基礎控除申告書は、勤務先の給与以外にある程度の収入がある

場合に記入が必要です。別紙参照 

  ・所得金額調整控除申告書は、ほとんどの方は記入不要です。別紙参照 

◎中途入社で本年中に前勤務先がある方は、その源泉徴収票を提出してください 


